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 第 １ 号 

     令和８年度熊本県一般会計補正予算（第１号） 

    令和８年度熊本県の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ18,255,029千円を追加し、歳入歳出予算 

の総額を歳入歳出それぞれ 953,590,591千円とする。 

  ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 

  算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

 第２条 債務負担行為の補正は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

 第３条 地方債の補正は、「第３表 地方債補正」による。 

 

   令和８年６月５日提出 

 

                                              熊本県知事 木 村 敬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１表 歳入歳出予算補正
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

歳 入

千円

1

2

1

1

1 財 産 運 用

負 担 金

国 庫 委 託 金

収　　 　入

基 金 繰 入 金

繰 越 金

4,404,290

1,702,302

1,410,993

62,209,687

1

305,235

4,054

41,003

1,036,623

913,238

4,709,525

1,706,356

1,451,996

63,246,310

913,239

2

3

4

5

6

1 分 担 金 及 び
負 　 担 　 金

国 庫 支 出 金

財 産 収 入

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

1

1 貸  付  金

国 庫 補 助 金

元 利 収 入

4,897,876

136,069,942

2,940,957

62,436,003

1

59,965,765

83,856,379

48,770,013

305,235

12,932,852

41,003

1,036,623

913,238

420,078

12,928,798

402,862

5,203,111

149,002,794

2,981,960

63,472,626

913,239

60,385,843

96,785,177

49,172,875

2 受 託 事 業
収 　 　 入 1,450,679 713 1,451,392
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

千円

3

1

雑 入

県 債

6,888,276

88,915,000

16,503

2,606,000

6,904,779

91,521,000

7 県 債 88,915,000 2,606,000 91,521,000

935,335,562 18,255,029 953,590,591歳 入 合 計
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

歳 出

千円

2

2

1

4

企 画 費

災 害 救 助 費

公 衆 衛 生 費

林 業 費

13,119,919

1,205,205

46,585,690

15,073,067

262,354

2,500

695,101

8,508

13,382,273

1,207,705

47,280,791

15,081,575

1

2

3

4 農 　 　 林

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

水 産 業 費

1

1

1

2

3

総 務 管 理 費

社 会 福 祉 費

農 業 費

畜 産 業 費

農 地 費

65,268,383

109,595,035

61,082,112

63,533,122

35,079,378

58,989,214

15,945,939

3,332,533

23,644,899

267,014

596,088

695,101

811,863

4,660

593,588

346,318

1,002

456,035

65,535,397

110,191,123

61,777,213

64,344,985

35,084,038

59,582,802

16,292,257

3,333,535

24,100,934

5 商 工 費 64,475,449 2,757,893 67,233,342
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補正前の額 補 正 額

千円 千円

款 項 計

千円

2

4

1

2

1

工 鉱 業 費

都 市 計 画 費

警 察 管 理 費

高 等 学 校 費

公 債 費

11,361,877

6,564,254

40,777,737

36,115,481

114,797,531

30,000

858,622

13,467

7,169,036

575

11,391,877

7,422,876

40,791,204

43,284,517

114,798,106

6

7

8

9

土 木 費

警 察 費

教 育 費

公 債 費

1

2

3

1

1 道 　 　 　 路

商 業 費

橋 り ょ う 費

河 川 海 岸 費

港 湾 費

教 育 総 務 費

89,579,804

46,297,420

166,036,141

114,797,531

51,102,263

42,723,130

27,720,975

7,283,481

42,487,460

5,882,682

13,467

7,230,346

575

2,727,893

3,901,090

69,450

1,053,520

61,310

95,462,486

46,310,887

173,266,487

114,798,106

53,830,156

46,624,220

27,790,425

8,337,001

42,548,770

935,335,562 18,255,029 953,590,591歳 出 合 計



　　 第 2 表　債務負担行為補正

　　 　　1 　追　　　加

期　　　　間

　　令和 9 年度 267,781

6 　

限　度　額

済々黌高校整備事業
　熊　本　市

千円

事　　　　　　　　　　　項



期　　  間 限 度 額 期　  　間 限 度 額

 年次別内訳  年次別内訳

　 令和 9 年度 821,800 　 令和 9 年度 822,261

　 令和10年度 684,206 　 令和10年度 684,667

　 令和11年度 683,612 　 令和11年度 684,073

　 令和12年度 675,797 　 令和12年度 676,258

　 令和13年度 557,637 　 令和13年度 557,753

　 令和14年度 130,923 　 令和14年度 130,923

　 令和15年度 5,054 　 令和15年度 5,054

7

(補 正 前 に 同 じ)

　
　 2  変　　更

補　　正　　前 補　　正　　後

事　　　　　　 項

事務機器等賃借
3,559,029

事　　　　　　 項

3,560,989

千円 千円

 令和 9 年度
 ～令和15年度

 令和 9 年度
 ～令和15年度
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  第 3 表 地方債補正
 

    変  更  

起債の目的 
補      正      前 補      正      後 

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 
障がい者福祉施設 
整 備 事 業 費 
 
土地改良国庫 
補 助 事 業 費 
 
道路橋りょう
国庫補助事業費 
 
道路維持国庫 
補 助 事 業 費 
 
砂 防 国 庫 
補 助 事 業 費 
 
港湾建設国庫 
補 助 事 業 費 

 
街 路 国 庫 
補 助 事 業 費 

 
 

 
 
 
 

千円 

 
30,000 

 
 

2,656,000 
 
 

6,045,000 
 
 

2,676,000 
 
 

1,927,000 
 
 

1,047,000 
 
 

585,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（借入先） 

 財務省、地

方公共団体金 

融機構、会社、

その他 

（借入方法） 

 証書借入又

は証券発行（他

の地方公共団

体との共同発 

行を含む｡) 

（その他） 

 工事その他 

の都合により、 

一部又は全部

を翌年度以降

に繰り下げて

借り入れるこ

とができる。 

 発行価格が

額面金額を下

回るときは、

その発行差額

をうめるため

必要な金額を

加算した額を

限度額とする 

ことができる。 

 

年5.0％ 

以 内 

（ただし、 

利率見直 

し方式で 

借り入れ 

る資金に 

ついて、 

利率の見 

直しを行 

った後に 

おいては、 

当該見直 

し後の利 

率） 

据置期間を

含め30年以内 

 半年賦元利

均等償還又は

元金均等償還、

満期一括償還

等 

 ただし、県

財政の都合に

より、繰上償

還をなし、又

は借換えをす

ることができ

る。 

千円 

 
110,000 

 
 

2,769,000 
 
 

7,636,000 
 
 

2,808,000 
 
 

1,947,000 
 
 

1,454,000 
 
 

848,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
計 14,966,000  

 

 17,572,000 

   

19 

（補 正 前 に 同 じ） 


